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「中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジの 

総合的支援に向けた連携協定」を締結しました 
 

 

令和４年９月１６日、関東経済産業局・埼玉県中小企業活性化協議会・当協会の３者間で、新型コロナウイ

ルス感染症の影響等を受ける中小企業・小規模事業者の収益力改善・再生支援・再チャレンジを促進するた

めに標記の連携協定を締結しました。 

この連携協定により、個別事業者の支援に関する埼玉県中小企業活性化協議会と当協会とのさらなる連携

強化や、関東経済産業局による協議会・協会へのサポート体制強化等が図られます。 

当協会では引き続き、関係機関との連携を深めながらの事業者支援に取り組んでまいります。 

 

 

【連携協定の概要】 

１．連携深化の前提としての対話と支援対象・内容の共有 

２．信用保証協会を起点とした中小企業活性化協議会との連携（プッシュ型経営支援） 

３．中小企業活性化協議会を起点とした信用保証協会との連携 

４．経済産業局を起点とした中小企業活性化協議会・信用保証協会との連携 

５．中小企業及び経営者個人の破産回避に向けた積極的な連携 

６．外部意見を積極的に取り入れた更なる質向上の取組 


